
令和４年度宮崎県レジオネラ属菌汚染防止対策講習会代替配付資料

大きさ：

数マイクロメートル

レジオネラ属菌は、土の中や池、沼、水た
まりなど自然環境中のどこにでもいる細菌
です。増殖に適した温度は３６℃前後（２０
～４５℃）で、入浴施設などで増殖しやすい
ことが知られています。

Ｑ．レジオネラ属菌とは？
Ａ．

Ｑ．レジオネラ症とは？
Ａ．レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症
で、主な病型として、軽症の「ポンティアック熱」と重症の
「レジオネラ肺炎」が知られています。

中でも、レジオネラ肺炎は進行が早く、致死率も高い大
変怖い病気で、高齢者や病人など抵抗力が低下している
人などが発病しやすいといわれています。

＜ポンティアック熱＞

◼ 潜伏期間：1～2日

◼ 症状：発熱、頭痛、筋肉痛など

◼ 特徴：比較的軽症で、数日で軽快

＜レジオネラ肺炎＞

◼ 潜伏期間：2～10日

◼ 症状：
高熱、全身倦怠感、筋肉痛、吐き気、下痢、咳など

◼ 特徴：
症状が重くなれば死に至る可能性も
致死率：治療者7％、無治療者60～70％

Ｑ．どうやって感染しますか？
Ａ．レジオネラ属菌は、水分の多い浴槽壁や配管などの設備に形
成される「生物膜」（バイオフィルム、ぬめり）に生息するアメー
バなどの中で増殖します。

人への感染は、これらの衛生管理の悪い設備から発生したミ
スト状のエアロゾル（空中に浮遊している小さい粒子）にレジオ
ネラ属菌が含まれ、これを吸い込むことによって起きることが知
られています。

Ｑ．どうすれば防げますか？
Ａ．

入浴施設を安心して利用できるよう、レジオネラ症の
発生防止のため、衛生管理を徹底しましょう。

宮崎県では、入浴施設の衛生管理基準を

条例などで定めています。

Ⅰ 施設の衛生管理



宮崎県福祉保健部衛生管理課

Ⅱ 水質検査の実施

(1) 浴槽水の消毒

・浴槽水中の遊離残留塩素を頻繁に測定

・常時、０．４ｍｇ／Ｌ以上に保つこと

→運転していないとき、休業日も同様

・最大１．０ｍｇ／Ｌを超えないように努めること

＜モノクロラミンの場合＞

・３．０ｍｇ／Ｌ程度を保つこと

浴槽水の消毒には、原則、次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系薬剤を
用います。

方法としては、自動注入方式や投げ込み方式があります。

塩素系薬剤は、時間が経つと濃度が下がるほか、有機物（汚れなど）と
反応することでも濃度が下がります。

濃度が下がると、消毒効果が下がってしまいます。

よって、条例では、遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、適切に管理する
よう定められています。

(2) 浴槽水等の水質検査

定期的に検査機関に依頼して水質検査を行いましょう。

依頼に当たっては、精度管理を行っている検査機関に
依頼することが望ましいです。

項目
原水、原湯、

上がり用湯水（６項目）
浴槽水（４項目）

色度 ５度以下

濁度 ２度以下 ５度以下

pH ５．８～８．６

有機物
等

過マンガン酸カリウム
消費量10mg/L以下

又は全有機炭素(TOC)
3mg/L以下

過マンガン酸カリウム
消費量25mg/L以下

又は全有機炭素(TOC)
8mg/L以下

大腸菌
群

１mL中に１個以下

大腸菌 検出されないこと

レジオネ
ラ属菌

100mL中に10CFU未満 100mL中に10CFU未満

Ⅲ 自 主 管 理

（１）衛生管理要領書・点検記録表

① 衛生管理要領書の作成

→従業者への周知徹底

② 点検記録表で点検

３年間の保存 ※対応・改善記録も記入

（２）浴室等衛生管理責任者の設置

①浴室等の衛生管理を行う

②衛生講習会の受講

③改善事項を発見した場合

→速やかに営業者に進言

→衛生管理要領書の変更

衛生管理や水質検査を良好に継続するためには、衛生管理要
領書（マニュアル）を作成し、それに基づいた自主管理を続けてい
くことが重要であり、それが営業者としての責務です。

誰が見ても同じように衛生管理ができるように、マニュアルを作
成して従業員の皆さんに周知していますか？記録は適切に保存さ
れていますか？責務を全うするために衛生管理責任者を設置して
いますか？

今一度、施設の現状を見直してみましょう。

• 公衆浴場における衛生等管理要領
（令和２年１２月１０日改正）

• 旅館業における衛生等管理要領
（令和２年１２月１０日改正）

• 公衆浴場における水質基準等に関する指針
（令和元年９月１９日改正）

• 公衆浴場における浴槽水等のレジオネラ属
菌検査方法（令和元年９月１９日策定）

• 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策
マニュアル（令和元年１２月１７日改正）
※基本的なことから詳しく書いてあります
ので、循環式浴槽がない施設の方もぜひご
一読ください。

• 施設の使用再開に伴うレジオネラ症への感
染防止対策について（令和２年５月１３
日）

• 「入浴施設におけるレジオネラ症防止対
策」のパンフレット（令和元年１２月）

各種通知等について

令和４年度宮崎県レジオネラ属菌汚染防止対策講習会ＹｏｕＴｕｂｅ

「現場から見えるレジオネラ症感染防止対策」

URL：https://www.youtube.com/watch?v=oY0BhwB4rAA

掲載期間：令和５年６月３０日まで（無断転写等禁止）

講師：NPO法人入浴施設衛生管理推進協議会理事・九州支部長 新道欣也 様

https://www.youtube.com/watch?v=oY0BhwB4rAA

	スライド 1
	スライド 2: Ⅱ　水質検査の実施

